
 

 

      

 

     

 

いじめ防止に向けて 
 

 朝晩過ごしやすく、秋の声が聞こえる爽やかな季節となりました。子どもたち

は落ち着いた様子で毎日の学習に取り組み、運動会に向けての練習にも元気に励

んでおります。 

さて、最近「いじめ」に関する問題が社会問題化しておりますが、本校にお

きましても、いじめの認知と対応の取組みを進めているところです。今年度５

月には保護者の皆様に「北小学校いじめ防止基本方針」を配布させていただき

ましたが、平成２５年に施行された法律『いじめ防止対策推進法』でいじめに

ついて、以下のように規定されております。 

学校の役割は、子どもたちが安心して学校生活を送ることができる環境を整

えることであると考えています。北小学校では全教職員が「いじめはどこの学

校でも起こりうる」ということを認識し、「いじめは絶対に許されない」という

毅然とした姿勢のもといじめ防止に向けて取り組んでおります。教職員が子ど

もたちの些細な変化にも気づき対応することができるよう、指導力向上のため

の教職員研修を行い、またいじめを早期発見するための定期的ないじめアンケ

ートも実施しております。今年度は５月と９月にアンケート調査を実施しまし

たが、子どもがいじめを訴えた事象については、担任から子どもへの聞き取り

だけに留まるのではなく、校内いじめ防止対策委員会（校長・教頭・生徒指導

担当教員・人権教育担当教員・養護教諭・当該学年担任で構成）を開き、組織

的な対応を行っております。何よりもいじめられた子どもの立場やいじめられ

た子どもの気持ちを最優先に考えるとともに、いじめた子どもに対しても適切

な指導や助言を行い、いじめの解消に向けて取り組んでおります。 

いじめ防止のためには、子どもたちに思いやりの心を育てることが大切で

す。子どもたちの「いじめを許さない心」の育成に向け、学校では児童会主催

のいじめ防止劇やその後の振り返り、各クラスでのいじめ防止に向けた話し合

い、道徳の授業の充実、外部講師を招いてのいじめ防止の出前授業など、さま

ざまな取組みを行っております。しかし、いじめを防止するには、学校だけで

はなく保護者や地域の方々等、子どもたちに関わるすべての大人で子どもたち

の教育に向かう必要があると考えております。 

相手の立場に立って自分の言動や行動をとることの大切さについて、ご家庭

の方でも話題にしていただき、お子様とともに考えていただけましたら有難く

思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

校長 泉谷 一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 火  

2 水 教職員研修のため 全校 2時 45分下校 

3 木 低学年遠足 

4 金 低学年遠足予備   お話し会 

5 土   

6 日  

7 月  

8 火 バイキング 3年 

9 水 クラブ 

10 木 ６年いじめ予防出張授業（3限・4限） 

11 金 兄弟姉妹学年遊び 

12 土   

13 日   

14 月 体育の日 

15 火   

16 水 運動会係活動 

17 木   

18 金 運動会準備（１～５年 １時４０分下校） 

19 土 PTA実行委員会 

20 日 運動会 

21 月 振替休日（運動会予備日） 

22 火 即位礼正殿の儀 

23 水 教職員研修のため 全校 1時下校 

24 木  

25 金 運動会代休予備日 

26 土   

27 日   

28 月 さやまっ子遠足 

29 火 校内研究授業１年 朝礼 

30 水 
委員会 マラソン朝礼開始 

６年修学旅行前検診 

31 木 
３年工場見学（午前） 

５年大阪ガス出前授業（３～６限） 

北小だより 
令和元年１０月 １日 

大阪狭山市立北小学校 

   （１０ 月 号） 

【１１月の主な行事予定】 
１日（金）避難訓練（地震）引き渡し訓練 歯科指導 4年⇒2時間目 6年⇒3時間目 

５日（火）朝礼 視力検査（３年） 

６日（水）校内研究授業 2年 1組 14時 40分下校 2年 1組以外 13時 40分下校 

       視力検査（１年） 

７日（木）１年昔あそび 狭山中２年生職場体験 視力検査（２年） 

８日（金）５年狭山芸術祭 （13:30～SAYAKAホール） 

お話し会   狭山中２年生職場体験 

  ９日（土）北小カーニバル 

1１１日（月）４年秋の交通安全教室 視力検査（６年） 

 １２日（火）お話会（低学年 2時間目 高学年 3時間目） 視力検査（５年） 

１３日（水）視力検査（４年） 

 １４日（木）６年修学旅行     

 １５日（金）６年修学旅行 ４年障がい者理解教育                   

１６日（土）土曜参観（１２時２０分下校） 

１８日（月）振替休日 

２１日（木）６年バイキング給食 

２２日（金）５年障がい者理解教育・バイキング給食 就学時健康診断 13:10下校 

２５日（月）６年 劇団四季 観劇（オリックス劇場） 

２６日（火）朝礼 地域清掃（４・５年） 

２７日（水）地区教育研究会のため全校 13:00下校 

２９日（金）北小子どもまつり  

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍して

いる等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理

的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）で

あって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをい

う。 

 

令和元年度 全国学力・学習状況調査の 

結果と分析について 

 

今年度 4月に実施いたしました全国学力・

学習状況調査の結果を分析し、結果概要がま

とまりました。ホームページでお知らせしてお

りますので、ぜひご覧ください。 

  個人の結果は、ご家庭でお子さまといっし

ょにご覧の上、今後の学習の参考にしていた

だけたらと思います。 

   

 



〇「楽しい学校生活をおくるためのアンケート」の集計結果について 

 

 北小学校では、いじめのない、明るく楽しい学校をめざすために毎年いじめアンケートを実施しており

ます。質問項目は「いじめられたことがありますか。」「どんなことですか。」などです。「どんなことです

か。」の内容については（からかわれたり、仲間はずれ、たたかれたり、いやなことやはずかしいことを

無理やりさせられた。）などがあり、あてはまるものに〇をつけて回答するようにしています。これは、

大阪狭山市立北小学校いじめ防止基本方針の具体的ないじめの態様に照らし合わせて作成しています。 

 いじめはどの学校でも起こり得る事であると認識し、ほんの些細なことから予期せぬ方向に推移し、重

大な事態に至ることもあるのが現実で、初期段階のいじめであっても、あるいは一回限りのいじめであっ

ても、学校が組織として把握し（いじめの認知）、見守り、必要に応じて指導し、解決につなげることが

重要であると考えています。昨年度、北小学校において、いじめの認知や対応を適切に行うことができな

かった事案がありました。いじめを正確に認知することは、いじめ対応の第一歩でもあります。今年度は

いじめを積極的に認知し、よりいっそう早期対応を図ります。また、保護者様にも事象の解決や今後の取

組みのご理解とご協力をいただくために、北小学校の児童がいじめアンケートでどのような回答をして

いるのかを知っていただきたいと思います。 

 9 月に実施したアンケートの結果は以下のようになりました。 

 

・いじめられたと回答した人数 

 

 

 

 内容については、「からかわれたり、悪口をいわれたりした。」と回答している児童が多く、休み時間や

掃除時間中、また登下校中の出来事が多くありました。「ある。と答えた人は、どうしましたか。」の質問

に対して、20 人が「相手にやめるように言った。」と回答し、35 人が「担任の先生や友達・家族に相談し

た。」との回答がありました。担任に相談があった事象については、担任 1 人で対応するのではなく、校

内いじめ防止対策委員会を中心とした北小学校教職員全体で「すぐに対応すること」を徹底するなど、組

織的に対応しております。しかし、一方で、「だれにも相談していない。」と回答している児童もいました

ので、相談できない理由なども含め、担任からていねいに話を聞いていきます。遊びの延長であったり、

ふざけ合ったりする関係の中でも、受け取った側が嫌な思いをすれば、いじめ事案になります。これらの

事象について、関係した児童へ適切な指導や助言を行い、指導の経緯や結果については双方の保護者様に

お伝えいたします。 

 今後、先述したような子どもたちの「いじめを許さない心」の育成のための取組みを北小学校教職員全

体の共通認識のもと進めていきます。保護者の皆様と共に、すべての子どもたちが安心して学校生活を送

ることができるように、子どもたちを見守り・支え・育てていきたいと考えておりますので、ご理解とご

協力をお願いいたします。 

低学年 中学年 高学年 

27 21 11 


